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（訂正）「平成 28 年３月期 決算短信[日本基準]（連結）｣ の一部訂正のお知らせ 
 

平成 28 年５月 13 日に発表いたしました「平成 28 年３月期 決算短信[日本基準]（連結）｣の一部

に修正すべき点がございましたので、お詫び致しますとともに、下記のとおり訂正させていただきま

す。また、数値データについての訂正はありません。 

なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

記 

訂正の内容 

１. 訂正箇所１ 

添付資料 21 ページ 

５.連結財務諸表  

(5)連結財務諸表に関する注記事項 

（追加情報） 

（中略） 

 

【訂正前】 

２. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成 28 年３

月 29 日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（た

だし、平成 28 年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度

の 33.1％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの

ものは 30.9％、平成 30 年４月１日以降のものについては 30.6％にそれぞれ変更されております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

 

【訂正後】 

２. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成 28 年３

月 29 日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（た

だし、平成 28 年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度

の 32.3％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの

ものは 30.9％、平成 30 年４月１日以降のものについては 30.6％にそれぞれ変更されております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 



２. 訂正箇所 2 
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６.個別財務諸表  

(4)個別財務諸表に関する注記事項 

（税効果会計関係） 

（中略） 

  

【訂正前】 

３. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

当事業年度(自平成 27 年４月１日至平成 28 年３月 31 日） 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成 28 年

３月 29 日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただ

し、平成 28 年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の 33.1％

から、回収又は支払が見込まれる期間が平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までのものは

30.9％、平成 30 年４月１日以降のものについては 30.6％にそれぞれ変更されております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

 

【訂正後】 

３. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

当事業年度(自平成 27 年４月１日至平成 28 年３月 31 日） 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成 28 年

３月 29 日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただ

し、平成 28 年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の 32.3％

から、回収又は支払が見込まれる期間が平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までのものは

30.9％、平成 30 年４月１日以降のものについては 30.6％にそれぞれ変更されております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

 

以上 


